
項 目 事 項 ☑欄
環境共創イニシアチブ蓄電システム登録済み製品である □
太陽光発電システムと連携している □
過去に市の補助を受けたことはない □
①パワーコンディショナー   kw
②太陽光パネル1枚  kw×  枚＝  kw

発電出力は10kw未満か→   kw

提出書類 チェック内容 ☑欄
申請書 記入漏れがない □
見積書等の写し 蓄電池の名目・金額が記載されているか □
現地案内図 設置する住宅の所在が分かる住宅地図 □

蓄電池の配置箇所が明記されている □

太陽光パネル・ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの配置箇所が明記されている □

太陽光発電システムを新規で設置する場合 □

太陽光パネルの設置枚数が明記されている □

蓄電池のSII登録型番（パッケージ型番）の記載がある □

太陽光発電システムを新規で設置する場合 □

①太陽光パネル1枚当たりの発電出力が記載されている □

②パワーコンディショナーの発電出力が記載されている □

建築確認済証の写し 新築である場合 □
当該住宅の固定資産評価証明書 既築である場合 □
当該住宅の所有者の承諾書 共有名義等申請者以外の所有者がいる場合 □
市税に滞納がないことの証明書 市外に住所を有する場合 □

既存の太陽光発電システムが設置されている場合
・発電出力は掲載されているか
(受給契約書・接続契約のご案内・検針票等）

環境配慮型機器補助申請チェックシート（申請）表

設置場所
現住所

申請者氏名

※裏面も記入してください。

蓄電池

＜太陽光発電システムを新規
で設置する場合＞
※補助対象ではないが、発電出
力が10kw未満のシステムと接
続されることが蓄電池の補助条
件となる。

□

配置図
※平面図・立面図等

形状・規格が掲載された書類
(カタログなど：ただし、右の内
容が記載されているもの）

発電出力が確認できる書類 □
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  の箇所は記載する

①・②で算出した小さい方のkwを記入



☑欄

□

□

□

□

確
認 □

環境配慮型機器補助申請チェックシート（申請）裏

委託業者

所在地

担当者名

電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

事 項

補助対象機器を設置する住宅に自らが居住する

補助対象機器設置住宅に住所を有する又は申請年度の3月15日までに住所を有する

申請者又は同居する者が「いばらきエコチャレンジ」に登録する

税の滞納がない

☑※下記の内容をご確認いただけたら、 欄に✓をしてください。
◆事業完了日から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに
 実績報告書を提出しなければなりません。
◆事業完了日について
 ・新築の場合   機器の工事完了日もしくは転居した日のいずれか遅い日
 ・既存建築の場合 機器の工事完了日
 ・建売住宅の場合 住宅の引渡し日もしくは転居した日のいずれか遅い日
◆蓄電池は6年間、売却等の処分はできません。やむを得ず処分を行う際は、売却等届
出書の提出をする必要があります。

        上記の事項について確認しました。
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※手続きを業者に

委託している場合

は記入してくださ

い。


